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地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第１５項の規定に基づき安城

市長から措置を講じた旨の通知があったので、同項の規定により次のように公表す

る。 

 

 

令和２年８月６日 

 

 

安城市監査委員 中 村 誠 一 

 

 

安城市監査委員 辻 山 秀 文 

                   



１ 令和２年安城市監査公表第１７号（公表日令和２年５月２１日）関係分 

２ 措置の状況 生涯学習課（令和２年７月１５日現在の措置状況） 

指   摘   事   項   等 

【指導事項】 

契約関係 

市役所庁舎前等駐車場管理及び案内業務において、消費税増税により令和元年

１０月から毎月の支払金額を増額しているが、変更支出負担行為決議書が起案さ

れていなかったため、適正な事務執行に努められたい。 

措    置    状    況 

へきしんギャラクシープラザ（文化センタ―）の駐車場は、市役所庁舎前駐車

場と一括契約を行っているため、今後、契約締結を担当している庁舎前駐車場所

管部署との連携を確実に行い、事務遅延とならないように業務手順書へ留意事項

として追加した。 

 

指   摘   事   項   等 

【指導事項】 

補助金関係 

（１）安城市小中学校ＰＴＡ連絡協議会補助金交付事務において、前回と同様に

実績報告書の提出が補助事業終了後速やかに提出されていなかったため、チェッ

ク体制を強化し、再発防止に努められたい。 

措    置    状    況 

業務完了後、速やかに実績報告書を提出してもらうことができるように、今後

は申請を受け付けた際に、提出期限を記入した書類を渡すように事務手順を変更

し、業務手順書へ記載した。 

 

指   摘   事   項   等 

【指導事項】 

補助金関係 

（２）地域ぐるみ親子ふれあい推進事業補助金交付事務において、補助金交付要

綱では補助金額を１，０００円未満切り捨てと規定しているが、切り捨てずに補

助をしているものがあったため、適正な事務執行に努められたい。 



措    置    状    況 

補助金交付要綱に基づいた事務の執行を徹底するため、決裁時には要綱及び補

助金計算根拠資料を添付し、複数人での確認を行い適正に事務を執行する。 

 


